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４ 宮島の入島規制への対応

宮島は、各国首脳やパートナーの訪問先の候補地とされており、首脳等の訪問が決定し

た際には、安全で円滑にサミットを開催するために行動制限や入島規制が行われる可能

性があるとされていた。こうした制限が行われた場合に備えて、本市は次のとおり準備を

進めた。

(1) Ｇ７広島サミット宮島地区説明会の開催

首脳等が宮島へ来訪する場合に備え、Ｇ７広島サミットに対する地元の理解と協力

を得るため、宮島在住者等を対象に地元説明会を開催した。説明事項は次のとおり。

・Ｇ７広島サミットについて、想定される島内での行動制限について【広島サミット県

民会議事務局】

・広島県警察の取組状況について【広島県警察本部】

・海上警備の可能性について【第六管区海上保安本部】

・識別証の発行手続きについて【廿日市市】

(2) 識別証及び車両証の発行申請受付・送付

安全、安心で円滑なＧ７広島サミット開催のため、宮島に居住する市民等は入島規制

期間中、外務省の発行する識別証及び車両証（以下「識別証等」という。）を携行する

こととされた。

市は、市民等からの申請等に基づき広島サミット県民会議を通じて外務省に申請を

行い、外務省から受領した識別証等を各申請者等へ郵送した。（発行枚数：識別証 3,108

枚、車両証：231 枚）

日付 内容

令和５年３月 30 日～４月９日 識別証等発行申請受付（ｅｔｔｏ宮島交流館）

令和５年５月１日 外務省から識別証等の受領

令和５年５月２日 識別証等の発送

令和５年５月 16 日 申請者への郵送完了

日時 人数 開催場所

令和５年３月８日

19:00～20:00
138 人

ｅｔｔｏ宮島交流館

（廿日市市宮島まちづくり交流センター）令和５年３月９日

19:00～20:00
92 人

令和５年３月 15 日

19:00～20:00
48 人 廿日市市宮島まちづくり交流センター杉之浦
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(3) 入島規制期間中の宮島口での対応

首脳等の訪問先の候補地とされていた宮島は、令和５年５月 18 日正午から 20 日 14

時までの間で入島規制が実施され、一般観光客は原則入島ができなくなった。宮島の住

民や島内の事業者等については識別証等を提示し、保安検査を受けることで入島が可

能とされた。緊急の事態等により入島が必要となった人に関しては、一時識別証が発行

され、入島が可能となった。

ア 観光客への対応

宮島の入島規制があることを知らずに宮島口まで来た観光客の対応として、入島

規制期間中、廿日市市国際交流協会のボランティアなど、外国語案内のスタッフ等を

宮島口旅客ターミナルやその周辺へ配置し、入島ができない旨の説明等を行った。

イ フェリーの減便に伴う住民等への対応

宮島の入島規制に合わせてフェリー便が減便となることから、令和５年５月 19 日

から 20 日までの間、宮島コーラルホテル１階会議室及びフロント前を借上げ、フェ

リー利用者向けの待合所を開設した。

日時
ボラン

ティア

県民

会議
市職員

令和５年５月 18 日

11:00～17:00
６人 １人 １人

令和５年５月 19 日

9:00～17:00
６人 １人 ２人

令和５年５月 20 日

9:00～15:00
６人 １人 １人

外国人に説明する廿日市市国際交流

協会ボランティア

■外国語案内スタッフ

フェリー待合所の開設（宮島コーラルホテル）
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(4) 入島規制に関する周知 【資料２】55ページ

ア 市ホームページへの掲載

令和５年３月 17 日から５月 21 日までの間、日本語及び英語で入島規制について

の記事を市ホームページへ掲載した。掲載期間中の閲覧数は 96,965 件となり、市ホ

ームページ内でトップページに次ぐ閲覧数となった。

イ 動画の制作

はつかいち応援大使の和泉崇司さんが英語で規制について説明する動画を制作し、

YouTube で配信した。また、宮島桟橋旅客ターミナル内のデジタルサイネージ等で放

映を行い、広く周知を図った。

ウ 宮島在住者等へのチラシ配布

サミット期間中の各種規制に関するチラシを作成し、広報はつかいち（５月号）と

合わせて宮島町住民 760 世帯へ配布した。

宮島の入島制限を説明する動画


